高千穂町地域公共交通計画策定事前調査業務
公募型プロポーザル実施要領

1. 業務の目的
地域公共交通は、買い物や医療、教育へのアクセス等、日常生活に不可欠な社会インフラであるが、町内の地域公共交通については、利用者の減少や収支の悪化、運転士不足など、需要と供給の両面で人口減少の影響を受けており、今後その影響はますます増大することが見込まれている。
本業務は、次年度に策定を予定している「高千穂町地域公共交通計画」に向けた事前調査として実施するものであり、国土交通省が発表している地域公共交通計画の「アップデートガイダンスVer1.1」内に記載されている地域公共交通計画の基本構成（例）であげられている「現状診断」および「高千穂町内における地域交通が目指す姿」の整理を通じて、次年度の計画策定に必要な基礎資料および論点を整理・共有することを目的とする。
なお、地域公共交通計画の最終的な「施策の設定」、「KPI・目標値の設定」および「PDCAスケジュールの設定」を行うものではない。

2. 業務の概要
（1） [bookmark: _Hlk228438832]業務名
高千穂町地域公共交通計画策定事前調査業務
（2） 業務内容
「高千穂町地域公共交通計画策定事前調査業務委託基本仕様書」のとおり。
（3） 履行期間
契約締結の日から令和９年（２０２７年）３月３１日まで
（4） 提案上限額
５，９２２千円（消費税及び地方消費税相当額を含む）。

3. 応募要件・資格要件
（1） 応募要件
1、 グループ構成での応募も可とする。 
2、 グループ構成で応募する場合、構成員は日本国内の事業者に限る。
3、 グループは、すべての構成員を明らかにし、その役割分担を明確にすること。
4、 １グループの構成員は、他のグループの構成員となることができない。 
（2） 応募者の資格要件
応募者（全ての構成員）は、次に掲げる要件を全て満たしていること。
1、 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しないこと。 
2、 地方自治法施行令第１６７条の４第２項の規定に基づく高千穂町の入札参加制限を受けていないこと。
3、 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続き開始の申し立て又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申し立てがなされていないこと。 
4、 役員その他経営に実質的に関与している者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第６号に規定する暴力団員でないこと。併せて、同条第２号に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有していると認められること等がないこと。 
5、 国税、地方税を滞納していないこと。
6、 その他公平な競争の妨げになる行為、事実等がないこと。

4. 実施スケジュール
	内　容
	期　間　等

	実施要領の公表
	令和８年５月２０日（水）

	質問の受付期限
	令和８年５月２７日（水）午後５時まで

	質問の回答
	令和８年６月１日（月）

	参加表明書の提出
	令和８年６月５日（金）午後５時まで

	企画提案書の提出
	令和８年６月１２日（金）午後５時まで

	プレゼンテーション
	令和８年７月３日（金）

	評価結果通知・公表
	７月１０日（金）

	契約締結
	８月中旬（予定）



5. 担当部署
高千穂町役場　企画観光課　地域振興係　（担当：長友）
所在地　〒８８２－１１９２　宮崎県西臼杵郡高千穂町大字三田井１３
電話　　０９８２－７３－１２０７
メール　chiiki@town-takachiho.jp

6. 質疑
（1） 受付期限
公募日から令和８年５月２７日（金）午後５時まで必着。
（2） 質問方法
質問書（様式第７号）に必要事項を記載し、電子メールにて「５．担当部署」へ提出してください。
※電子メール以外での質問は受け付けません。
※表題を以下のとおりとしてください。
『高千穂町事前調査業務プロポーザル質問（事業者名）』
（3） 回答　
受け付けた質問の回答は、令和８年６月１日（月）までの期間において、随時高千穂町ホームページ（以下「町ホームページ」という。）に掲載し公表する。
7. 関連書類
プロポーザルに係る書類等は、町ホームページから入手するものとする。
（1） 配布書類一式
1 高千穂町地域公共交通計画策定事前調査業務公募型プロポーザル実施要領
2 高千穂町地域公共交通計画策定事前調査業務委託基本仕様書
3 各種様式
4 高千穂町ふれあいバス運行 利用者数 年度別推移
5 国土交通省：地域公共交通計画アップデートガイダンス概要版
	各　種　様　式

	様式第１号
	参加表明書

	様式第２号
	会社概要書

	様式第３号
	委任状

	様式第４号
	業務実績調書（表の要件を満たせば自由様式も可）

	様式第５号
	業務実施体制表

	様式第６号
	配置予定技術者調書

	様式第７号
	質問書

	様式第８号
	企画提案書表紙

	様式第９号
	参加辞退届



8. 参加申込み
（1） 参加表明書及び関係書類
1、 提出期限
令和８年６月５日（金）午後５時まで（必着）
2、 提出場所
「5.担当部署」に提出
3、 提出方法：
持参(平日の午前９時から午後５時まで)　または
郵送(書留郵便に限る)
4、 提出書類（各１部）
1 参加表明書（様式第１号）
2 会社概要書（様式第２号）
3 委任状（様式第３号）　※必要な場合提出。
（ただし、高千穂町指名競争入札参加資格審査申請時に既に提出している場合は不要。）
4 業務実績調書（様式第４号）
※様式第４号の内容を満たせば自由様式でも可能。
※過去10年度間に地方自治体において同様の業務の受託実績がある場合のみ提出。
※本町以外の受託実績については、契約書（表紙）の写しを添付。
5 配置予定技術者調書（様式第６号）
6 その他添付書類（コピー可）
· 「法人登記簿謄本」又は「法人登記事項証明書」（※３か月以内のもの）
· 国税及び地方税（都道府県・市区町村）に未納がないことの証明書
※上記④⑤の根拠、裏付けとなる書類については、参加表明時に提出は求めないが、本プロポーザル及び委託業務履行の際に必要と認められる場合には、改めて提出を求める。
（2） その他
提出期間内に提出書類の提出がない場合は、本プロポーザル方式への参加は認められません。提出書類を基に参加資格の確認を行い、『参加資格確認結果通知書』を令和８年6月１６日（火）に発送します。

9. 企画提案書の提出
（1） 企画提案書及び関係書類
ア、提出期限	：令和８年６月１２日（金）午後５時まで（必着）
イ、提出場所	：「５．担当部署」に提出
ウ、提出方法	：持参(平日の午前９時から午後５時まで)　または　郵送(書留郵便に限る)
エ、提出書類	：
【正本１部　/　副本13部】
①　企画提案書表紙（様式第８号）	
②　企画提案書（任意様式）
③　業務の工程表（任意様式）
④　業務実施体制表（様式第５号）
6 業務見積書（見積内訳書を含む・任意様式）
（2） 企画提案書の作成について
ア、企画提案書の表紙は、様式第８号を使用してください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
イ、企画提案書は任意様式とし、Ａ４用紙に印刷した上で、通しでページ番号を付して作成してください。使用する文字は、10.5ポイント以上のフォントサイズとしてください
（3） 業務見積書について
見積書は任意様式とし、税込み金額を記入してください。また、その内訳について、見積金額内訳書を税込み価格にて作成し、提出してください。

10. プレゼンテーションの実施等
（1） 実施日	：令和８年７月３日（金）
（2） 会場	：高千穂町役場
（3） 選考方法
本要領、仕様書等に基づき提出された各書類及びプレゼンテーションの内容について、『地域公共交通計画策定事前調査業務に関するプロポーザル審査委員会（以下「審査委員会」）』で審査を行う。
審査は非公開とし、評価採点に関する問い合わせや異議は一切受け付けない。
（4） 審査方法
審査は、企画提案書等書類審査及びプレゼンテーションの合計で評価する。
1、 プレゼンテーションの実施場所及び実施時間は、企画提案書受付期限に速やかに通知する。なお、実施順番は参加表明受付順とする。
2、 企画提案書の説明及び質疑応答は、本業務の担当技術者が行うこととする。また、会場に入室できるのは最大４名までとする。
3、 提出された企画提案書を用いてプレゼンテーションを行うものとし、当日の差し替え追加資料は認めないものとする。
4、 プロジェクター及びスクリーンは町で用意するが、パソコン等の機器は持参すること。
5、 パワーポイント等によりスライド投影する図、表については、企画提案書で使用したもののみとする。
6、 企画提案書の説明は３０分以内とし、その後質疑応答を１０分行う。
7、 プレゼンテーションに参加できない者は、審査対象から除外する。
（5） 選定方法
別紙「評価基準書」により審査を行い、総配点の６割以上を獲得した企画提案者のうち最も評価点数の高い者を第一優先交渉者とする。
1、 選定にあたり、評価点数が同点の者が２者以上あるときの対応。
① 見積価格が異なる場合、見積価格が低い者を上位とする。
② 見積価格が同じ場合、提案内容の合計点数が高い者を上位とする。
2、 有効な企画提案者が１者のみのときは、総配点が６割以上であり、
審査委員会が適正な提案と判断する場合は、第一優先交渉者とする。
（6） 結果の公表
審査結果は、令和８年７月１０日１７時までに町ホームページで公表し、後日、文書を送付する。
※審査結果に対する質問、説明請求及び意見は受け付けない。

11. 参加者辞退届の提出
参加表明書の提出後、企画提案への参加を辞退する者は、辞退届を次の方法で提出すること。
（1） 提出書類：参加辞退届（様式第９号）
（2） 提出期限：令和８年６月１２日（金）午後５時まで必着。
（3） 提出方法：持参(平日の午前９時から午後５時まで)または郵送(書留郵便に限る)。
（4） 提出先：「５．担当部署」に提出

12. 契約締結
契約内容及び契約金額は、第一優先交渉者とさらに業務実施方針や手続き等について協議・調整を行い、正式に決定したうえで契約（地方自治法施行令第167条の2第2項による随意契約）を締結する。なお、第一優先交渉者との交渉が不調に終わった場合は、次点とされた者と交渉する場合がある。

13. 失格事項
参加事業者が次のいずれかに該当する場合は失格とする。
（1） 参加資格要件を満たさなくなった場合。
（2） 提出書類に不備があると所管課が判断した場合。
（3） 提出書類に虚偽の記載があった場合。
（4） 第三者の著作権等の権利を侵害する提案があった場合。
（5） 審査の公平性を害する行為及び提案にあたり著しく信義に反する行為が　　　　　
あった場合。
（6） その他、本要領に定める手続きを遵守しない場合。

14. その他留意事項
（1） 本プロポーザル方式に参加する費用は、全て提案者の負担とします。
（2） 提出された全ての書類は、提出後の修正又は変更を一切認めません。
（3） 提出された全ての書類は、一切返却しません。
（4） 提出書類の著作権は、作成した提案者に帰属します。ただし、契約候補者の選定を　　　　　　　　　　　　
行う作業に必要な範囲において、複製を作成することがあります。また、本町が本プロポーザル方式の結果報告、公表等のために必要な場合は、提出書類の内容を無償で使用できるものとします。※本項は提出書類（提案書等）に関するものであり、成果品の権利帰属は仕様書の定めによる。
（5） 本業務の管理者がやむを得ない事情により交代する場合は、本町と協議し、事前
に承認を得てください。
（6） 本プロポーザル方式に係る情報公開請求があった場合は、個人情報の保護に関す
る法律（平成 15 年法律第 57 号）に基づき、提出書類の公開について判断します。
（7） 今回の募集については、契約日以降の事業の準備行為として実施するものであり、災害等
により事業を中止することもあります。その場合、本町は提案に要した経費についての補償等は一切行いません。


（別紙）　評価基準
	評価項目
	評価内容
	最高
配点

	
業務実績
	【業務実績調書】
過去10年以内(平成28年度以降)において、地域公共交通計画（改訂を含む）の策定支援又は地方公共団体の発注に基づく地域公共交通に関する基礎調査の完了実績がある。
	
10

	
	プライバシーマーク（JISQ15001）を取得している。
	5

	体制
	【配置予定技術者調書】
豊富な経歴と専門性を有しているスタッフを十分に配備しているか。
	5

	

提案内容
【企画提案書】



	提案内容がわかりやすく整合性がとれているか。
	10

	
	業務に対する理解が十分で、仕様書の内容を反映しているか。
	10

	
	専門的なノウハウを活かした内容
であるか。
	10

	
	提案内容が、高千穂町の地域性に適合しているか。
	10

	
	各種調査の対象・規模・方法・回収計画が妥当か。
	10

	
	仕様書の内容を踏まえて、独自性・専門性など特筆すべき提案があるか。
	10

	
	【業務の工程表】
提案内容のスケジュールは適切であるか。
	10

	見積額
	最低提案価格÷提案価格×10
（※小数点以下切捨）
	10

	合計最高点
	100






